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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員及び同乗者死亡 

発生日時 不明（平成３０年１２月１０日 出港時～１１日 ０６時５０分ごろ

の間） 

発生場所 不明（愛知県西尾市一色港沖～同県田原市沖の間） 

事故の概要  プレジャーボートアンは、船長及び同乗者が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３０年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート アン、５トン未満 

 ２４０－５０８８７愛知、個人所有 

 ７.６１ｍ（Lr）×２.１９ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７７.２３kＷ、平成１２年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年３月２８日 

  免許証交付日 平成２６年１１月４日 

         （令和元年１２月２日まで有効） 

同乗者 女性 ６９歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長及び同乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 (1) 気象：天気 晴れ又は曇り 

本船が出港した一色港の南南東方約１０.５海里（Ｍ）に位置

する伊良湖特別地域気象観測所の観測値は、次のとおりであっ

た。 

日時 
平均 最大瞬間 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

10 日 00:00 北北西 4.7 北北西 7.2 

      03:00 北北西 6.1 北北西 8.8 

      06:00 北北西 5.8 北北西 8.9 

      09:00 北北西 4.1 北西 6.5 
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(2) 海象 

本船が出港した一色港の南方約１０Ｍに位置する中部地方整備

局の中山水道におけるモニタリングシステムの観測値は、次のと

おりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 海上警報 

東海海域東部の海上警報発表状況 

発表日 発表時刻 警報の内容 

10 日 23:30 海上風警報 

11 日 05:35 海上風警報 

〃 11:30 海上風警報 
 

      12:00 北北西 6.0 北北西 9.6 

      15:00 北西 6.3 北北西 11.2 

      18:00 北北西 5.2 北西 8.3 

      21:00 北北西 5.5 北北西 9.3 

11 日  00:00 北 3.2 北北西 5.9 

      03:00 北北西 4.3 北 6.7 

      06:00 北 3.7 北北西 5.5 

      09:00 北 4.6 北北西 7.1 

日時 
有義波高 水温 

ｍ ℃ 

10 日 00:00 0.13 14.92 

      03:00 0.17 14.89 

      06:00 0.33 17.05 

      09:00 0.2 16.91 

      12:00 0.2 16.79 

      15:00 0.22 16.78 

      18:00 0.44 16.66 

      21:00 0.21 16.72 

11 日  00:00 0.14 14.93 

      03:00 0.14 14.77 

      06:00 0.18 16.53 

      09:00 0.16 16.34 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、家族１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、平成３０年１２月１０日一色港を出港した。 

 船長は、１１日０６時５０分ごろ、田原市立馬
た つ ま

埼灯台南西方の海岸に

死亡した状態で打ち上げられているところを付近にいた釣り人に発見さ

れ、１１０番通報された。 

 同乗者は、０７時５３分ごろ、船長が発見された場所から約４００ｍ
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北方の海岸に死亡した状態で打ち上げられているところを別の釣り人に

発見され、船長の調査を行っていた警察官に通報された。 

 本船は、０９時００分ごろ、無人の状態でクラッチレバーが前進に入

り、機関が運転され、立馬埼灯台の東南東方の浅所に乗り揚げていると

ころを通行人に発見され、近くの駐在所の警察官に通報された。（写真

１参照） 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

船長及び同乗者は、共に目立った外傷がなく、船長が１２月１０日か

ら１１日にかけて溺死したものと、同乗者が溺水により１１日００時ご

ろに死亡したものと、それぞれ検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長及び同乗者の親族等によると、船長及び同乗者は、自宅で飲食店

を営み、定休日（月曜及び火曜）にあたる月曜日の夕方ごろに２人の趣

味である釣りによく出掛けており、夜釣りを行うことが多かった。 

船長及び同乗者が自宅を出た時刻は不明である。 

本船は、ふだん一色港の船だまりに係留されていた。 

船長の自家用車は、本事故後、一色港の船だまり付近に駐車されてい

るのを船長及び同乗者の親族によって確認された。 

本船は、発見時、船体に他船と衝突した痕跡はなく、船内に餌
えさ

が付け

られた釣り竿
ざお

、バケツに入ったふぐ
．．

１匹、クーラーボックス、防水型の

携帯電話２台等が残されていた。 

船長及び同乗者が発見された際、船長が、長袖スウェット、長ズボ

ン、ヤッケ及び膨張した状態の手動膨脹式のベルト型救命胴衣を着用

して長靴を履いており、同乗者が、長袖及び長ズボンを重ね着し、ヤッ

ケ及び膨張した状態の手動膨脹式のベルト型救命胴衣を着用してスニ

ーカーを履いていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 同乗者の死因は、溺水であった。 

 船長及び同乗者は、ふだん、営んでいた飲食店の定休日にあたる月
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曜日によく釣りに出掛けていたことから、１２月１０日（月）に出港

した可能性があると考えられる。 

本船は、船長及び同乗者が遺体で発見され、船長が１２月１０日か

ら１１日にかけて溺死したものと、同乗者が１１日００時ごろに溺水

により死亡したものとそれぞれ検案されたこと、及び本船には損傷が

なく、船内に餌が付けられた釣り竿が残されていたことから、船長及

び同乗者が乗船して出港した後、釣り中に落水して溺死したものと考

えられるが、目撃者がおらず、それらの状況を明らかにすることはで

きなかった。 

原因 本事故は、船長及び同乗者が落水して溺水したことにより発生した

ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・緊急時の連絡手段を確保するため、携帯電話を身に付けておくこ

とが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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